
議

案

第

四

号 

 
 

 

港

区

行

政

不

服

審

査

法

施

行

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

八

年

二

月

十

七

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

行

政

不

服

審

査

法

施

行

条

例

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

行

政

不

服

審

査

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

六

十

八

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

書

面

の

写

し

等

の

交

付

に

係

る

手

数

料

等

）
 

第

二

条 

法

第

三

十

八

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

四

項

（

他

の

法

令

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

手

数

料

は

、

無

料

と

し

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

書

面

若

し

く

は

書

類

の

写

し

又

は

電

磁

的

記

録

に

記

録

さ

れ

た

事

項

を

記

載

し

た

書

面

の

交

付

及

び

送

付

に

要

す

る

費

用

は

、

審

査

請

求

人

又

は

参

加

人

の

負

担

と

す

る

。

 

２ 

法

第

八

十

一

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

準

用

さ

れ

る

法

第

七

十

八

条

第

四

項

（

他

の

法

令

に



お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

手

数

料

は

、

無

料

と

し

、

同

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

主

張

書

面

若

し

く

は

資

料

の

写

し

又

は

電

磁

的

記

録

に

記

録

さ

れ

た

事

項

を

記

載

し

た

書

面

の

交

付

及

び

送

付

に

要

す

る

費

用

は

、

審

査

請

求

人

又

は

参

加

人

の

負

担

と

す

る

。

 

３ 

前

二

項

に

規

定

す

る

写

し

又

は

書

面

の

交

付

及

び

送

付

に

要

す

る

費

用

は

、

区

規

則

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

徴

収

す

る

。
 

４ 

第

一

項

に

規

定

す

る

写

し

又

は

書

面

の

交

付

に

要

す

る

費

用

は

、

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

に

よ

り

保

護

を

受

け

る

者

か

ら

請

求

が

あ

る

と

き

そ

の

他

審

理

員

（

審

査

庁

が

法

第

九

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

機

関

で

あ

る

場

合

又

は

同

項

た

だ

し

書

の

特

別

の

定

め

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

審

査

庁

）

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

れ

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

５ 

第

二

項

に

規

定

す

る

写

し

又

は

書

面

の

交

付

に

要

す

る

費

用

は

、

生

活

保

護

法

に

よ

り

保

護

を

受

け

る

者

か

ら

請

求

が

あ

る

と

き

そ

の

他

次

条

の

港

区

行

政

不

服

審

査

会

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

れ

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

港

区

行

政

不

服

審

査

会

の

設

置

）

 

第

三

条 

法

第

四

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

諮

問

に

応

じ

て

調

査

審

議

す

る

た

め

、

法

第

八

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

区

長

の

付

属

機

関

と

し

て

、

港

区

行

政

不

服

審

査

会

（

以

下

「

審

査

会

」

と

い

う

。

 

を

置

く

。

 

（

組

織

）

 

）

 



第

四

条 

審

査

会

は

、

次

に

掲

げ

る

者

の

う

ち

か

ら

、

区

長

が

委

嘱

す

る

委

員

三

人

を

も

っ

て

組

織

す

る

。

 

 
一 

弁

護

士

 
二 
法

律

又

は

行

政

に

関

し

学

識

経

験

の

あ

る

者

 

三 

前

二

号

に

掲

げ

る

者

の

ほ

か

、

法

律

又

は

行

政

に

関

し

優

れ

た

識

見

を

有

す

る

者

 

（

任

期

）

 

第

五

条 

委

員

の

任

期

は

、

二

年

と

し

、

補

欠

の

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

た

だ

し

、

再

任

を

妨

げ

な

い

。

 

（

会

長

）

 

第

六

条 

審

査

会

に

会

長

を

置

き

、

委

員

の

互

選

に

よ

り

選

出

す

る

。

 

２ 

会

長

は

、

審

査

会

を

代

表

し

、

会

務

を

総

理

す

る

。

 

３ 

会

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

会

長

の

指

名

す

る

委

員

が

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

 

（

招

集

）

 

第

七

条 

審

査

会

は

、

会

長

が

招

集

す

る

。

 

（

定

足

数

及

び

表

決

数

）

 

第

八

条 

審

査

会

は

、

全

て

の

委

員

の

出

席

が

な

け

れ

ば

会

議

を

開

く

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

２ 

審

査

会

の

議

事

は

、

委

員

の

過

半

数

で

決

し

、

可

否

同

数

の

と

き

は

、

会

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

（

専

門

委

員

）

 



第

九

条 

審

査

会

に

、

専

門

の

事

項

を

調

査

さ

せ

る

た

め

、

専

門

委

員

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

 
２ 
専

門

委

員

は

、

学

識

経

験

の

あ

る

者

の

う

ち

か

ら

、

区

長

が

委

嘱

す

る

。

 

３ 

専

門

委

員

は

、

そ

の

者

の

委

嘱

に

係

る

当

該

専

門

の

事

項

に

関

す

る

調

査

が

終

了

し

た

と

き

は

、

解

嘱

さ

れ

る

も

の

と

す

る

。

 

（

秘

密

保

持

）

 

第

十

条 

委

員

及

び

専

門

委

員

は

、

職

務

上

知

り

得

た

秘

密

を

漏

ら

し

て

は

な

ら

な

い

。

そ

の

職

を

退

い

た

後

も

、

同

様

と

す

る

。

 

（

委

任

）

 

第

十

一

条 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

２ 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

港

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

七

条

第

四

項

中

「

行

政

不

服

審

査

法

（

昭

和

三

十

七

年

法

律

第

百

六

十

号

）

第

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

十

五

条

」

を

「

行

政

不

服

審

査

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

六

十

八

号

）

第

十

八

条

第

一

項

本

文

」

に



改

め

る

。

 
（

港

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

改

正

）

 

３ 

港

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条

例

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

条

中

「

不

服

申

立

て

」

を

「

審

査

請

求

」

に

改

め

る

。

 

（

説 

明

）

 

 

行

政

不

服

審

査

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

六

十

八

号

）

の

施

行

に

伴

い

、

条

例

で

定

め

る

こ

と

と

さ

れ

た

書

面

の

写

し

等

の

交

付

に

係

る

手

数

料

等

を

定

め

る

と

と

も

に

、

港

区

行

政

不

服

審

査

会

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


